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育児休業（P6）

産前

6週間

出産

（予定）日

産後

8週間
妊娠判明 子ども1歳

出産育児一時金

休

業

制

度
等

経
済
的
支
援
等

（P21）

マ
マ
が
利
用
で
き
る

パ
パ
も
マ
マ
も
利
用
で
き
る

妊産婦が保健指導・健康診査を受けるために必要な時間の確保（P4）

妊産婦が医師からの指導を守ることができるような措置（P4）＊1

（通勤緩和・休憩時間の延長・勤務時間の短縮・休業等）

軽易業務への転換

変形労働時間制の適用制限、時間外労働・休日労働・深夜業の制限

坑内業務・危険有害業務の就業制限

育児時間

産前休業
6週間

（多胎の場合は14週間）

出生時育児休業
給付金又は

育児休業給付金

産後休業＊2、3

8週間

産後パパ育休（P7）＊4

育児休業（P6）

出産手当金

産休中の社会保険料の免除

（＊8）（＊9）

育児休業給付金

育休中の社会保険料

出生後休業支援給付金



場合（＊5）によっては

取得可能

場合（＊6）によっては

取得可能

場合（＊7）によっては

取得可能

場合（＊5）によっては

取得可能

場合（＊6）によっては

取得可能

場合（＊7）によっては

取得可能

場合（＊10）

によっては、免除

1歳2か月 1歳6か月

（これらの内容は、ほとんどの母子健康手帳にも掲載されています）

2歳 3歳 就学
小学校3年生

修了

所定労働時間の短縮措置（短時間勤務）等（P10）

子の看護等休暇（P9）

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限（P9、P10）

育児時短就業給付金

育休中の社会保険料 （厚生年金保険料・健康保険料）の免除（＊8）（＊9）

柔軟な働き方を実現する

ための措置（P11）

＊１　医師等からの指導内容を会社に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」があります

　　　「母性健康管理指導事項連絡カード」は、厚生労働省ホームページ

　　　（https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/

　　　20000401-25-1.htm）

　　　からダウンロードすることができます。また、ほとんどの母子健康手帳に様式が記載されている

　　　ので、それをコピーして使うことができます。

＊２　妊娠４か月以降の流産・死産（人工妊娠中絶を含む）の場合も産後休業の対象となります。

＊３　産後６週間を経過後に、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務には就業可能です。

＊４　産後パパ育休又は育児休業を取得できます。男性は出産予定日から取得可能です。

＊５　両親がともに育児休業をするなど一定の要件を満たす場合です。

＊６　子が１歳以降、保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合です。

＊７　子が１歳６か月以降、保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合です。

＊８　事業主の申し出により被保険者本人負担及び事業主負担ともに免除されます。

＊９　給与が支払われていなければ、雇用保険料の本人及び事業主の負担はありません。

＊10  就業規則等で３歳までの育児休業制度が定められ、休業している場合です。






